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家畜衛生だより 

  

 

 

・所在地：韓国京畿道坡州市 

・飼養羽数：地鶏農場、約 3，100 羽 

・経緯：9 月 12 日、当該農場から防疫当局に死亡羽数の増加の通

報があり、精密検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの

感染が確認された。 
 

 

 
 

別添の「高病原性鳥インフルエンザ対策のポイント」及び

「一斉点検の要チェックポイント」をご覧いただき、ウイル

ス侵入防止対策を徹底するとともに家きんの健康観察を毎

日行い、異状を感じたら速やかに家畜保健衛生所に通報し

てください。 

 家畜伝染病予防法第 52条で定められた毎月の 

死亡羽数の報告も必ずお願いします。 

 

 

 

 

埼玉県中央家畜保健衛生所 （さいたま市北区別所町 107-1） 
 

TEL：048-663-3071    （24 時間、土日祝日も受付） 

 

韓国の農場で高病原性鳥インフルエンザ 
（H5N1亜型）発生！（韓国内今シーズン初） 

養鶏農家の皆様へ 



 

    
        

                                 
                      

                               
                              

                   

        

                  

                     

                 

                 

               

                 

                               

                  
                   
    
                 
                

            

                  
                    
           
                 
                            

              

       

                  

            

         
                     

              

                     

                

                

                                

       
                 

            

               

                  

                 

                 

                 

      



 

                   
                
             
                      

              

                   

                 
                
                   

                   
                                
                         
                     

               
           

                

                   
             

           
        

            
            
    

                   

         

             
                     

      

       
      


